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能力評価の申請に係る基本的手順   
 

評価の申請 

  
（１）申請者  

 ・能力評価を受けようとする建設技能者の方が能力評価実施団体に対して申請を行います。 

 ・評価の申請は、技能者の所属事業者、上位下請事業者又は元請事業者（いずれも建設キャリ

アアップシステムに事業者登録された者に限る。）が、技能者の同意を得て、代行して申請を

行うことが可能です。  

 

（２）申請先      

 ・現在、能力評価については、能力評価制度推進協議会のもと、分野ごとの能力評価実施団体

（委託による実施を含む）において個別に申請を受け付けて評価を実施しています。 

 ・評価対象となる分野ごとの能力評価実施団体は「能力評価実施団体一覧」で確認ください。

（なお、他団体へ委託している能力評価実施団体もありますので、ご注意ください。）  

 

（３）評価手数料の振込み  

 ・申請に先だって、能力評価制度推進協議会に対して手数料を支払っていただく必要がありま

す。手数料は４，０００円（消費税込）又は各能力評価実施団体が定める額となりますので、

能力評価実施団体のＨＰで確認ください。  

 
  （振込先） 

振込口座：みずほ銀行 神谷町支店  普通口座 ３０３３４８６   

     口座名義   建設技能者能力評価制度推進協議会 

（ケンセツギノウシャノウリョクヒョウカセイドスイシンキョウギカイ）   
〔ご注意ください〕振込みの際は、能力評価実施団体番号を振込名義の頭に入力してください。「能力評価実施団

体一覧」で団体名の前にある数字が団体番号となります）  〔例〕  “19 コクド タロウ 日本銀行 霞が関支店 普通 1234567”  

  ※申請に当たって振込時の明細や領収書等の添付が必要となりますので必ず保管してください。  

 
（４）申請書類  

①ＣＣＵＳ技能者登録画面の写し、②能力評価申請書兼キャリアアップカード交付申請書、③

振込時の明細（※振込時の領収書等）、④経歴証明書（※経歴証明の特例を活用する場合にの

み）、⑤個人情報利用に関する同意書 

 

 

能力評価審査の実施 

 

 ・申請を受けて、能力評価実施団体が、能力評価基準に基づき、評価を実施します。  

 ・能力評価実施団体は、「能力評価結果通知書」を申請者に対して通知します。 

 ※能力評価通知書は、ご自身の評価等を証するものであり、経営事項審査の申請などに必要と

なる場合がありますので大切に保管してください。 

 ※同時に、能力評価実施団体から評価結果が建設業振興基金に対して通知されます 

 

 

 

 

 

  ・能力評価とあわせて、新たなレベルを反映した建設キャリアアップカードが交付されます。  

評価結果による建設キャリアアップカードの発行 


